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（４）急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスについて 

①国における方針等（第 90 回厚生科学審議会感染症部会資料より） 
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※定点数設計変更については、国において検討が行われ、新たな定点設計において、全国及び都道府県別 

の発生動向の再現度が確認されている。 
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②本県における急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランスの実施について 

 国の示す内容に基づき、本県においても定点数の見直しを行い、令和７年４月から新たにARI 定点（内

科定点・小児科定点）を指定し、サーベイランスを開始する予定。 

【定点数（予定）】 

 ※ARI 定点は、内科定点 13、小児科定点 15 を合わせた 28 となる。 

 

【急性呼吸器感染症（ARI）サーベイランス開始までのスケジュール】 

 ・令和７年 12 月下旬～令和 7年１月下旬 

現在内科・小児科定点医療機関へ、ARI 定点報告への協力意向調査を実施 

（現在の定点医療機関 58 のうち、37医療機関が協力意向ありと回答） 

 ・令和 7年２月上旬～令和７年３月中旬 

  ARI 定点医療機関調整 

 ・令和７年３月下旬 

  ARI 定点医療機関指定 

 ・令和７年４月 

  ARI 定点報告開始 

 内科定点 小児科定点 ARI 病原体定点 小児科病原体定点 

R7.3 まで R7.4 から R7.3 まで R7.4 から R7.3 まで R7.4 から R7.3 まで R7.4 から 

宮崎市 6 4 10 5 2 １ 3 １ 

中央 1 1 1 1 ― ― ― ― 

日南 2 1 3 1 ― ― ― １ 

都城 4 2 6 2 1 1 ― ― 

小林 1 1 3 1 ― ― ― ― 

高鍋 2 1 4 1 ― １ ― ― 

日向 2 1 4 1 ― ― ― ― 

延岡 3 1 4 2 2 2 ― ― 

高千穂 1 1 1 1 ― ― ― ― 

県全体 22 13 36 15 ５ ５ ３ ２ 


